
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 調査の概要 

 
 



 
 

１ 調査の内容 
  

(1) 調査の目的 

本調査は、労働組合を対象として、労働環境が変化する中での労働組合と使用者（又は使用者

団体）の間で行われる団体交渉、労働争議及び労働協約の締結等の実態等を明らかにすることを

目的とする。 

 

(2) 調査の範囲 

ア 地域 

   全国 

イ 産業 

     日本標準産業分類（平成 25年 10 月改定）による次に掲げる 16 大産業 

   (ｱ) 鉱業，採石業，砂利採取業 

    (ｲ) 建設業 

    (ｳ) 製造業 

    (ｴ) 電気・ガス・熱供給・水道業 

    (ｵ) 情報通信業 

    (ｶ) 運輸業，郵便業 

(ｷ) 卸売業，小売業 

(ｸ) 金融業，保険業 

    (ｹ) 不動産業，物品賃貸業 

    (ｺ) 学術研究，専門・技術サービス業 

    (ｻ) 宿泊業，飲食サービス業 

    (ｼ) 生活関連サービス業，娯楽業 

    (ｽ) 教育，学習支援業 

    (ｾ) 医療, 福祉 

    (ｿ) 複合サービス事業 

    (ﾀ) サービス業（他に分類されないもの） 

ウ 労働組合 

上記イに掲げる産業に属する民営事業所における労働組合員30人以上の労働組合（単位

組織組合及び単一組織組合（本部組合、連合扱組合及び支部等の単位扱組合））のうちか

ら一定の方法により抽出した約5,200労働組合 

 

(3) 調査事項 

ア 労働組合の属性に関する事項 

(ｱ) 労働組合の種類 

(ｲ) 企業外上部組織（産業別組織）加盟の有無 

(ｳ) 企業外上部組織（地域別組織）加盟の有無 



 
 

(ｴ) 労使協議機関の有無 

(ｵ) 苦情処理機関の有無 

(ｶ) 労働組合の組織率階級 

イ 労働組合の組織状況に関する事項 

(ｱ) 正社員以外の労働者の有無及び比率階級 

(ｲ) 就業形態別労働者・組合員の有無、組合加入資格の有無 

ウ 労使間交渉事項等に関する事項 

(ｱ) 過去３年間における事項別労使間の交渉の状況、事項別労働協約改定等の状況 

エ 団体交渉に関する事項 

(ｱ) 過去３年間における団体交渉の実施の有無、１年平均交渉回数、１回平均所要時間、

交渉形態 

(ｲ) 過去３年間に団体交渉が行われなかった場合、その理由 

オ 労働争議に関する事項 

(ｱ) 過去３年間における労働争議の有無 

(ｲ) 過去３年間における争議行為、第三者機関の関与の状況 

(ｳ) 過去３年間に争議行為がなかった場合、その理由 

(ｴ) 過去３年間に労働争議がなかった場合、その理由 

カ 労使間の諸問題の解決手段に関する事項 

(ｱ) 労使間の諸問題を解決するために今後最も重視する手段 

キ 労使関係についての認識に関する事項 

(ｱ) 労使関係維持についての認識 

ク 正社員以外の労働者に関する事項 

(ｱ) 過去１年間における事項別話合いの状況、事項別労働協約による規定の状況 

ケ 労働協約の締結状況に関する事項 

(ｱ) 労働協約の締結の有無 

(ｲ) 正社員以外の労働者への労働協約の適用状況 

(ｳ) 労働協約の周知方法 

(ｴ) 労働協約の締結主体 

(ｵ) 労働協約の事項別規定の有無及び規定の種類 

コ 労働協約の運営状況に関する事項 

(ｱ) 人事に関する事項別の労働組合の関与状況 

サ 労働協約の承継に関する事項 

(ｱ) 過去３年間における企業組織の再編等の実施の有無 

(ｲ) 企業組織の再編等に伴う労働協約の承継についての話合い状況 

 

(4) 調査の時期 

平成 29 年６月 30 日現在の状況について、同年７月１日から７月 20日まで調査を行った。 

 

 



 
 

 

Ｓi：目標精度（比率の標準誤差） 
Ｎi：母集団労働組合数
ｎi：標本労働組合数
 Ｐ：特定の属性を持つ労働組合の割合(＝50%)
 ｉ：産業、労働組合員数規模区分

(5) 調査の方法 

      厚生労働省から都道府県労政主管課及び労政主管事務所を経由して調査対象労働組合に対し調

査票を配布（一部郵送を含む。）し、調査対象労働組合が調査票に記入した後、都道府県労政主管

課及び労政主管事務所の職員が調査票を回収（一部郵送を含む。）して厚生労働省に郵送した。 
 

  (6) 調査機関 

   厚生労働省－都道府県労政主管課－労政主管事務所－労働組合 

 

(7) 調査の集計 

   厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、政策評価担当）において集計を行った。 

 

(8) 調査客体数、有効回答数及び有効回答率 

    調査客体数 5,193 有効回答数 3,244 有効回答率 62.5％ 

 

２ 標本設計 

 

労働組合の抽出は次のとおり行った。 

 

(1) サンプルフレーム 

  本調査は、平成 28年労働組合基礎調査結果より作成した労働組合リストをサンプルフレームと

した。 

 

(2) 抽出方法 

 ア 抽出方法は、労働組合を抽出単位とする層化一段抽出とした。 

 イ 層化基準は、産業（16区分）及び労働組合員数規模（６区分）とした。ただし、連合扱組合

については、別枠での抽出とし、層化は行わなかった。 

 

(3) 目標精度 

  産業（16 区分）、労働組合員数規模（６区分）別に特定の属性を持つ労働組合の割合について、

目標精度（信頼水準68.3％）が６％以内となるよう下記の算式により標本労働組合数を決定した。  

           

 

 

 

 

 

 



 
 

３ 達成精度 

 

(1) 標準誤差 

ア 「本部組合及び単位労働組合の計」及び「連合扱組合」 

 達成精度計算は、「労使関係の維持について『安定的に維持されている』と回答した労働組合の

割合」についての標準誤差 )ˆ(ˆ RV を、下記の通り求めることにより行った。 
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hiX ：第ｈ層の第ｉ労働組合が労使関係の維持について「安定的に維持されている」と回

答したか否か（可＝１，否＝０） 

 

イ 「本部組合、連合扱組合及び単位労働組合の計」 

 達成精度計算は、「労使関係の維持について『安定的に維持されている』と回答した労働組合の

割合」についての標準誤差 )ˆ(ˆ RV を、下記の通り求めることにより行った。 

 
 

 

 



 
 

ただし、 

Lh ,,1 ：層 
j

hn ：第ｈ層における標本労働組合数（j=1 のとき単位組織組合、j=2 のとき単位扱組合、

j=3 のとき本部組合、j=4 のとき連合扱組合） 

    j
hN ：第ｈ層における母集団労働組合数（j=1 のとき単位組織組合、j=2 のとき単位扱

組合、j=3 のとき本部組合、j=4 のとき連合扱組合） 

     j
hiX ：第ｈ層の第ｉ労働組合における労使関係の維持の認識について「安定的に維持

されている」と回答したか否か（可＝１，否＝０）（j=1 のとき単位組織組合、j=2

のとき単位扱組合、j=3 のとき本部組合、j=4 のとき連合扱組合） 
j

hiY
：第ｈ層における第ｉ労働組合数（＝１）（j=1 のとき単位組織組合、j=2 のとき単

位扱組合、j=3 のとき本部組合、j=4 のとき連合扱組合） 

r  ：連合扱組合の復元倍率 
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(2) 達成精度結果 

  達成精度の結果は、次の表の通りである（「労使関係の維持について『安定的に維持されている』

と回答した労働組合の割合」）。推計値を中心としてその前後に標準誤差の２倍の幅を取れば、そ

の区間に全数調査から得られるはずの値（真値）が約 95％以上の確率で存在すると考えてよい。 

 

ア 本部労働組合及び単位労働組合の計 

産   業 
推計値 標準誤差 

（％） （％ポイント） 

調 査 産 業 計 42.7 1.6 

鉱業 ， 採 石 業 ， 砂 利 採 取業 51.8 4.3 

建 設 業 52.7 3.3 

製 造 業 41.2 4.0 

電気・ガス・熱供給・水道業 68.4 2.9 

情 報 通 信 業 54.1 4.2 

運 輸 業 ， 郵 便 業 31.7 4.0 

卸 売 業 ， 小 売 業 49.9 3.9 



 
 

金 融 業 ， 保 険 業 65.4 2.8 

不 動 産 ・ 物 品 賃 貸 業 53.6 5.3 

学術研究，専門・技術サービス業 55.6 3.1 

宿 泊 業 ， 飲 食 サ ー ビ ス 業 44.9 3.2 

生活関連サービス業，娯楽業 44.3 3.7 

教 育 ， 学 習 支 援 業 21.1 3.6 

医 療 ， 福 祉 25.1 3.4 

複 合 サ ー ビ ス 事 業 28.4 3.0 

サービス業（他に分類されないもの） 38.0 3.7 

 

イ 連合扱組合 

産   業 
推計値 標準誤差 

（％） （％ポイント） 

調 査 産 業 計 52.5 6.4 

 

ウ 本部組合、連合扱組合及び単位労働組合の計 

産   業 
推計値 標準誤差 

（％） （％ポイント） 

調 査 産 業 計 42.9 1.6 

 

４ 調査結果利用上の注意  

(1)  本調査は調査体系の見直しにより、従来の「労働組合実態調査」、「労働組合活動実態調査」、「労

働協約等実態調査」及び「団体交渉と労働争議に関する実態調査」を再編したものである。 

(2)  統計表中の「平成 23年調査」は平成 23 年「労働協約等実態調査」を、「平成 24 年調査」は平

成 24 年「団体交渉と労働争議に関する実態調査」を、「平成 27 年調査」は平成 27 年「労使間の交

渉等に関する実態調査」を、「平成 28 年調査」は平成 28 年「労働組合活動等に関する実態調査」を

それぞれ指す。 

(3)  平成 24年調査、平成 28 年調査は、「本部組合」及び「単位労働組合」、平成 23年調査は「単

位労働組合」、平成 27 年調査は「本部組合」「連合扱組合」及び「単位労働組合」を調査対象と

している。 

 過去の調査の数値は、原則として本調査と調査対象範囲が同一で比較可能なもののみを掲載

している。 

(4)  本調査は標本調査であるので、母集団に復元したものを調査結果として表章している。 



 
 

(5)  統計表に用いている符号は次のとおりである。 

ア 「0.0」は、表章単位数値未満のものを示す。 

イ 「－」は、該当数値がないものを示す。 

ウ 「・」は、項目があり得ないものを示す。 

エ 「…」は、上記以外で数値がないもの、又は、数値を表章することが適当でない場合を示す。 

オ 数値の右に「*」が付されているものは、分母となるサンプル数が１以上３未満のものを示し、

利用する際は注意を要する。 

(6)  統計表等の数値は、表章単位未満を四捨五入しており、項目の和が計の数値に合わないこと 
がある。



 
 

５ 集計事項一覧表 
 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●＝表頭事項　○＝表側事項　△＝欄外事項　基＝労働組合基礎調査

本報告書における

統計表番号

第

1

表

第

2

表

第

3

表

第

4

表

第

5

表

第

7

表

調査事項

基 産業 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基 企業規模 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

基 労働組合員数規模 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 労働組合の種類 △ ●△ ○△ ○△ ○△ ○△ ○△ △ △ ○△ ○△ ○△

4 労働組合の組織率階級 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

5 企業外上部組織（産業別組織）加盟の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 企業外上部組織（地域別組織）加盟の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 労使協議機関の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
8 苦情処理機関の有無 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9 正社員以外の労働者の有無 ○ ● ○ ○
10 正社員以外の労働者の比率階級 ○ ● ○ ○

11,15,16
パートタイム労働者の有無、組合加入資格の有
無、組合員の有無

●△

12,17,18
有期契約労働者の有無、組合加入資格の有無、組

合員の有無
●△

13,19,20
派遣労働者の有無、組合加入資格の有無、組合員

の有無
●△

14,21,22
嘱託労働者の有無、組合加入資格の有無、組合員

の有無
●△

23 何らかの労使間の交渉があった事項 ●△ ●○ ●○

24 使用者側と話合いが持たれた事項 ●△ ●○ ●○
25 団体交渉が行われた事項 ●△ ●○ ●○

26 労使協議機関での話合いが行われた事項 ●△ ●○ ●○

27 労働争議が生じた事項 ●△ ●○ ●○

28
使用者側から一方的に説明・報告・通知等がなさ

れた事項
●△ ●○ ●○

29
労働協約の改定がなされた又は新たに労働協約の

規定が設けられた事項
● ●○ ●○

30 過去３年間における団体交渉の有無 ○ ○ ●

31 過去３年間における団体交渉の１年平均交渉回数 ●

32 過去３年間における団体交渉の１回平均所要時間 ●

33 過去３年間における団体交渉の交渉形態

34 過去３年間における団体交渉がなかった理由

35 過去３年間における労働争議の有無

36
過去３年間における争議行為、第三者機関の関与

の状況

37 過去３年間における争議行為がなかった理由

38 過去３年間における労働争議がなかった理由

39
労使間の諸問題を解決するために今後最も重視す
る手段

40 労使関係の維持についての認識 ○ ○ ○ ○ ○ ○

41
過去１年間に正社員以外の労働者に関して使用者
側と話合いが持たれた事項

42
過去１年間に正社員以外の労働者に関して団体交
渉が行われた事項

43
過去１年間に正社員以外の労働者に関して労使協

議機関での話合いが行われた事項

44
正社員以外の労働者に関して労働協約の規定があ

る事項

45 労働協約の締結の有無 ○ ○

46 正社員以外の労働者への労働協約の適用状況 ○ ○
47 労働協約の周知方法

48 労働協約の締結主体
49～51 労働協約等の事項別の有無及び規定の種類

52～65 人事に関する事項別の労働組合の関与状況

66
過去３年間における企業組織の再編等の実施の有
無

67 労働協約の承継についての話合い状況

労使間

交渉事項等

団体交渉

正社員以外の

労働者
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労働協約の

承継

労働協約の

締結状況

労働組合の

組織状況

労働組合の属性

労働争議
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